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令和６年度施設基準の届出状況の報告について 

 

 標題の件に関しまして、既に３月８日付け静県薬第 850 号「令和６年度診療報酬改定に関

する通知の発出について」において、「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続き

の取扱いについて」(３月５日付け保医発 0305 第６号）にて通知されておりますが、本年度

は診療報酬改定の施行が６月になったことに伴い、定期報告の時期が、８月に変更となって

おります。 

 また、東海北陸厚生局のホームページにおいても「令和６年度診療報酬改定に伴う施設基

準の届出等について」（別添）でお知らせされております。 

 本報告に関しての注意事項に関しましては、追ってお知らせいたしますので、予めご承知

おきいただきますよう、貴会会員へのご周知方よろしくお願いいたします。 

 

＜参照＞ 

 ・「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」（３月５日付

け保医発 0305 第６号、P.33） 

第３ 届出受理後の措置等 

４ 届出を行った保険医療機関又は保険薬局は、毎年８月１日現在で届出の基準の

適合性を確認し、その結果について報告を行うものであること。 

  

・東海北陸厚生局ホームページ 

東海北陸厚生局＞業務内容＞保険医療機関・保険薬局関係＞診療報酬改定について＞ 

令和６年度診療報酬改定について＞令和６年度診療報酬改定・施設基準の届出様式＞ 

 ２．令和６年度診療報酬改定時の集団指導について／東海北陸厚生局からのお知らせ： 

令和６年度診療報酬改定に伴う施設基準の届出等について（５月９日）PDF 

 「６．施設基準の届出状況等の報告（定例報告）について（P.12）」 

   URL：https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/tokaihokuriku/000335499.pdf 
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